
 

平成 19 年就業構造基本調査における民間開放の実施について 

 

平成 19 年 12 月 7 日 

総 務 省 統 計 局 

 

 福井県越前市においては、平成 19 年就業構造基本調査における調査票の配布・取集等の

業務を民間事業者に委託して実施 

 

１ 実施状況 

 

 (1) 実施に至るまでの経緯 

 

２月 関係政省令の改正 

⇒ 統計法施行令（2/21 公布・施行） 

就業構造基本調査規則（2/23 公布・施行） 

３月 福井県において、事務処理特例条例の整備（4/1 公布・施行） 

６月 福井県越前市において就業構造基本調査の民間開放への取組表明（6/8）

７月 越前市において入札公告（7/6） 

入札実施（総合評価一般競争入札方式） 

⇒ ㈱サーベイリサーチセンターが落札（7/31） 

８月 越前市と㈱サーベイリサーチセンターとの間で契約を締結（8/6） 

 

 (2) 越前市における委託による業務の実施 

 

８月 実施準備に着手（調査員説明会の開催 等） 

９月 準備調査開始 

調査票の配布・取集（9/23～10/15） 

10 月 

 

受託事業者による調査票の検査、越前市への提出 

越前市における調査票の審査（～11 月） 

11 月 調査員等意見交換会、調査実施状況報告会等開催（越前市、11 月末） 

 

 (3) 受託事業者による調査は、概ね円滑に実施されたものと報告を受けている 

 

２ 今後の取組予定 

 

質（結果精度等）を含めた様々な観点から、越前市における実施結果を 20 年３月まで

に分析、検証 

資料３ 


